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新規採用薬品申請書（通常申請）
    年     月     日

薬　事　委　員　会　　殿
（薬剤部長経由）

	診療科等名
	診療科等の長
	印

	​
	申請医師
（教員）
	印

	
	
	スマホ ･ ＰＨＳ （　　　　　　）


下記の薬品を院内で使用したいので申請します。

	薬品名／一般名
	

	剤形･容量･単位
	

	*使用見込み量(/月),患者数(/月)
	*見込み量(院内分):
	*患者数:　　　人

	理由：(現行の採用薬では治療できない理由等、詳細に記載下さい)


	申請に伴う削除薬品候補
	

	削除後の扱い（どちらかを選択）
	院外専用採用を　（　希望する　・　希望しない　）

	削除薬品候補が同種同効薬（共通の適応症を持つ薬剤）でない場合、その理由


	注射薬を申請しているが削除薬品候補が注射薬でない場合、その理由



*当項目にて初回購入量を決定しますので、十分ご勘案のうえ記入願います。

【削除薬品候補について】 

1. 既採用の同種同効薬（共通の適応症を持つ薬剤）がある場合は、その中から選択してください。できない場合は理由を記載してください。
2. 注射薬を申請する場合は、注射薬を選択してください。できない場合は理由を記載してください。
3. 削除の可否については、当委員会より他診療科等へ本申請書の(写)を添付し照会します。
4. 他診療科等から申請医師へ照会が行われる場合がありますので、対応をお願いします。
5. 他診療科等から削除「否」の意見が提出された場合は、申請医師へ調整を依頼します。
年     月     日
薬事委員会委員長 　殿

診療科等名：　　　　　　　　　　　　　　　

診療科等の長：　　　　　　　　　　　　印

申請医師名：　　　　　　　　　　　　　印

新規採用薬品の申請に関わる覚書
今回、「新規採用薬品」として申請しました下記医薬品について、採用となりました場合には、「旭川医科大学病院 医薬品採用申請要領及び採用基準」に基づき、医薬品の削除に全面的に協力することを誓約いたします。
記

（申請医薬品名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
提出先 　薬剤部 薬務室（内線３４９５）

※ 参 考〔旭川医科大学病院 医薬品採用申請要領及び採用基準（抜粋）〕

２．通常申請
(3)一増一減を原則とする。すなわち，１品目の申請につき１品目を採用薬から削除候補薬として選定するものとする。
(4)本申請における１品目とは１規格をいう。複数規格を申請する場合，申請する規格の数の削除候補薬が必要である。
(5)すでに同種同効薬が採用されている場合，同種同効薬の中から優先的に削除候補薬を選定するものとする。同種同効薬から削除候補薬を選定できない場合，申請書にその理由を記載するものとする。ここでの「同種同効薬」は共通の適応症を持つ薬剤のことをいう。
(6)注射薬を申請するときは，注射薬の中から優先的に削除候補薬を選定するものとする。注射薬から削除候補薬を選定できない場合，申請書にその理由を記載するものとする。

７．既採用医薬品の削除
(2)既採用医薬品は，過去一年間にわたり院内での使用実績がない（長期未使用）場合は，削除または院外専用薬とする。ただし，別途指定する医薬品（解毒剤等）を除く。
(3)新規採用後，６か月以上未使用の院内採用医薬品については，原則，削除とする。
(4)院外専用薬として新規採用後，２年を経過しても未使用の場合は原則，削除とする。
(8)削除された医薬品の使用が改めて必要となった場合，本要領により新規に申請を行うものとする。
